
5 年 ご と ར ࠩ    個 人 年 金 อ ʢݥ 2 0 1 1 ʣ

͓٬͞·のతʹ߹Θͤͯ

͞·͟·ͳઃ定͕Մͳ

定ֹݸਓ年金保険Ͱ͢ɻ

ਓใͷར༻తݸ
■お客さまとのお取Ҿを安全かつ確࣮にਐΊ、よりྑい商品・αーϏスをఏڙさせていただくたΊ、ご契約のお申込みにࡍ

して、お客さま情ใを取得させていただきます。なお、明治安田生命は取得させていただきましたお客さま情ใを、必要に
応じ、Ҏ下のతで利༻させていただきます。

・各種保険契約のおҾ受け、ごܧ続・ҡ࣋ཧ、保険金・給付金等のお支払い
・関連会社・ఏܞ会社をؚΉ各種商品・αーϏスのご案内・ఏڙ、ご契約のҡ࣋ཧ
・明治安田生命のۀに関する情ใఏڙ・ӡӦཧ、商品・αーϏスのॆ࣮
・そのଞ保険に関連・付ਵするۀ

߲ࣄਓใͷཹҙݸ
明治安田生命の個人情ใの取ѻいについて、特にごཹҙいただきたい事߲はҎ下のとおりです。
˓お客さまのମ・݈߁ঢ়ଶに関する情ใについて
˗お客さまのମ・݈߁ঢ়ଶに関する情ใは、特に保護を必要とする情ใとしてݫ重にཧいたします。
˗また、取得させていただきました情ใは、保険契約のおҾ受け、ごܧ続・ҡ࣋ཧ、保険金・給付金等のお支払い、

およͼ医事ڀݚ・౷ܭのతにݶ定して利༻させていただきます。
˗なお、保݈医療等の機ඍ（センシςΟϒ）情ใにつきましては、保険ۀ法ࢪ行ن則により、ۀの適なӡӦの確保、

そのଞ必要と認Ίられるతに利༻తがݶ定されております。
■明治安田生命におけるお客さまに関する情ใの取ѻいについては、ホームページ（https://www.meijiyasuda.co.jp/）をごཡください。

͍ͯͭʹਓใͷ͓औѻ͍ݸੜ໋ͷా࣏҆໌

ืूཧళの୲当者（生命保険ืू人）は、お客さまと明治安田生命保険相ޓ会社の保険契約క݁のഔ介を行う者で、保険
契約క݁のཧݖはありませΜ。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して明治安田生命保険相ޓ会社がঝしたときに
༗ޮにཱします。

ੜ໋อूืݥਓʹ͍ͭͯ

˔この商品にご契約いただくか൱かが、ื ूཧళにおけるお客さまのଞのお取ҾにӨڹをٴ΅すことはありませΜ。
˔ืूཧళの苦情・ご相談の受付ઌについてはืूཧళにご確認ください。
˔この商品は明治安田生命保険相ޓ会社をҾ受保険会社とするੜ໋保険です。このたΊ、༬金とはҟなり、༬金保険制

の対象ではなく、また、ݩຊׂれすることがあります。なお、死亡給付金はط払込保険料相当額が࠷保ূされます。

ืूཧళ͔Βͷ͓Βͤ

ຊ書໘は、お申込みいただくご契約の内容や、ご契約にともなう重要なことがらのうͪ、特にご確認・ごҙいただきたい
事߲を記載しています。 

ご契約のࡍʹɺຊॻ໘͓Αͼʮご契約の͓͠Γ�ఆɾ約ʯをご֬ೝの͏͑ɺେʹ保͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔お申込みのఫճまたは解除（ΫーϦンά・Φϑ制）について
˔年金・死亡給付金をお支払いできない場合について
˔当金について

˔解約とฦ金について
˔契約内容の変更等について
˔生命保険契約者保護機ߏについて

「ご契約のしおり 定款・約款」はご契約についてのେな事߲、必要な保険の知ࣝ等についてごઆ明しています。
ʤʮ͝ܖͷ͓͠Γ�ఆɾʯ߲ࣄࡌهͷྫʥ

#,�/,��,募Ⅰ1800204総代業

「˓特に重要なお知らせ（契約֓要・ҙىש情ใ）」は、ご契約のお申込みにࡍしての重要な事
߲を、「契約֓要」「ҙىש情ใ」にྨのう͑、記載しています。ご契約લにेにおಡみい
ただき、内容をご確認・ごྃ解のう͑、お申込みください。

˓特に、年金等をお支払いできない場合等、お客さまにとって不利益な情ใが記載された෦
については、必ずご確認ください。

「˓特に重要なお知らせ（契約֓要・ҙىש情ใ）」の΄か、ご契約内容に関するৄࡉは「ご契約
のしおり 定款・約款」に記載しておりますのであわせてご確認ください。

͝契約લʹඞ͓ͣಡΈ͍ͩ͘͞ɻ

͜の໌ా࣏҆ੜ໋をҾ受保険ձࣾとするੜ໋保険Ͱすɻ
༬金とҟͳΓɺ·ͨɺݩຊׂΕする͜とが͋Γ·すɻ

ಛʹॏཁͳ͓Βͤ
（契約概要・注意喚起情報）

兼
商品パンフレット

ੜ໋ίϛϡχέʔγϣンηンλʔా࣏҆໌
0120-453-860月曜～金曜9：00～18：00　土曜9：00～17：00

（いずれも祝日・年末年始を除く）

募集代理店 引受保険会社

�����݄൛
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ʮকདྷʯͷ
ੜۚࢿ׆Λ
४උ͠·ͤΜ͔ʁ

ਓۚݸ
อݥྉ߇আΛ׆༻
͞Ε͍ͯ·͔͢ʁ

出典：（公財）生命保険文化センター「平成28年度　生活保障に関する調査」

ίπίπ४උͯ͠ ɺ
͋ͳͨのະདྷΛ͓ख͍͢Δɻ
ͦΕ ʮ͕৭͖ͬʯͰ͢ɻ

＊所得税の所得控除金額

ޙΛΏͱΓΛͬͯΒͨ͢Ίʹɺ
්�ਓͰຖ݄����ສԁඞཁͱ͑ߟΒΕ͍ͯ· ɻ͢

ޙͷΒ͠Λαϙʔτ͠·͢ɻ
のݥਓ年金อݸ
͕༺׆

͓͢͢ΊͰ͢

「虹色きっぷ」なΒ

͡Ίʹ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ

この商品は明治安田生命保険相ޓ会社をҾ受保険会社とする生命保険です。
このたΊ、༬金とはҟなり、༬金保険制の対象ではありませΜ。また、ݩ
ຊׂれすることがあります。なお、死亡給付金はҾ受保険会社である明治安
田生命保険相ޓ会社によりط払込保険料相当額が࠷保ূされます。

申込日またはň特に重要なお 知らせ（ 契 約֓要・ ҙש ى 情 ใ ）݉ 商品
ύンϑレοτŉ（ຊ書໘）のަ付日のいずれかい日から、その日をؚΊて
8日Ҏ内（土・日・祝日、年末年始等のٳ日をؚみます。ফҹ༗ޮ）であれ、
書໘によりお申込みのఫճまたはご契約の解除をすることができます。

͜ͷ商品ੜ໋อݥͰ͢

͜ͷ商品ΫʔϦンάɾΦフ੍ͷରͰ͢

ղฦۚʹ͍ͭͯ
解約された場合のฦ金は、契約年ྸ・性別・経過年月等によってҟな
りますが、ご契約後一定ظ間内に解約された場合のฦ金はط払込保険料
相当額を下ճります。
また、一定ظ間経過後に解約された場合でも、保険料払込ظ間தのฦ金
はط払込保険料相当額が্ݶとなります。
なお、ݮ額された場合は、ご契約がݮ額だけ解約されたものとします。

商品
パンフレット

�

�

�

0ʙ�0ࡀ

߲
ओͳ取ѻنఔ（ࢢ場金རにΑ てͬは、取扱نఔが変更となる場合があります。）

༰

保険料払込ظ間 20ʙ�0年

ਾ置ظ間 ̌ʙ5年でબ

年金種ྨ
保険料払込ํ法

̑年・10年確定年金
月 （ֻ毎月1ճの払込み）・৽年 （ֻ1年に1ճの払込み）
※৽年ֻは月ֻに変更する͜とができますが、月ֻ͔Β৽年ֻに変更する͜とはできまͤΜ。
※保険料の一括払い（લೲ）は取り扱いまͤΜ。

保険料࠷ 月ֻ1万円、৽年ֻ12万円
※保険料は月ֻ、৽年ֻともにઍ円୯Ґとなります。

ຊ年金年額ج 5年確定年金ʜ20万円ʙ3000万円（ඦ円୯Ґ）
10年確定年金ʜ10万円ʙ3000万円（ඦ円୯Ґ）

知ࠂ 。はෆ要ですࠂ

契約者ି付 取り扱いまͤΜ。

ࣗಈৼସି付 取り扱いまͤΜ。
契約にお͚る被保険者の契約年 （ྸ保険年ྸ）は、ຬ年ྸとはҟなる場合があります。
契約がલのੜ͔Β�ϱ月Ҏの場合、契約年 （ྸ保険年ྸ）はຬ年ྸと同一となります。また、契約がલのੜ͔Β
�ϱ月を1でも͑ている場合、契約年 （ྸ保険年ྸ）はຬ年ྸに̍ࡀをՃ算します。

ʦྫʧ1月1ੜまれでຬ年ྸが50ࡀのํは、契約がͦの年の�月1Ҏ߱になると、契約年 （ྸ保険年ྸ）は51ࡀにり上がります。

※

※

税務上の取扱いについては、2019年3月現在の税制に基づくものであり、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。なお、所得
税には、復興特別所得税を反映しています。個別の取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
「所得税・住民税概算軽減額例」の留意事項については５・６ページをご覧ください。

＊

被保険者の契約年ྸ
（保険年ྸ）＊ൣғ

ೖӃதのํを被保険者とするご契約は、お申込みいただけませΜ。

්

ಠ身者

Ոߏ 年ؒऩೖ金額
（給与ऩೖ）

額ݮܰ
（所得税ʴ住民税）
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්と2ࢠ人

්と̍ࢠ人

Ոߏ 年ؒऩೖ金額
（給与ऩೖ）

額ݮܰ
（所得税ʴ住民税）

500

700

1000

500

700

1000

ສԁ

ສԁ

ສԁ

ສԁ

ສԁ

ສԁ

ॴಘ੫ɾॅ ຽ੫֓ྫֹݮܰࢉ
現在「چ制」の一ൠのੜ໋保険料߇আを̑万円＊ར༻しているํが、

「৽制」の個人年金保険料߇আを̐万円＊Ճでར༻した場合のՃ分に対するܰݮ額

ʮݸਓ年金อݥྉ੫੍ద֨ಛʯΛՃͨ͠
Ճೖ͞Εͨ߹ɺʹݥਓ年金อݸ
ະՃೖのͱ͖ʹൺͯɺ
ॴಘ੫ɾॅ ຽ੫のෛ୲͕ܰ͞ݮΕ·͢ɻ
特約Ճの݅やཹ意事߲について、ৄ しくは、��ϖーδをごཡくͩさいɻ
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ۚརʹΑͬͯࢢ ɺऔѻنఔ͕มߋͱͳΔ߹͕͋Γ·͢ɻ

ɺखܰʹ४උΛ࢝Ίͯɺ

ܖ͝
͔ΜͨΜʂ

҆৺ɾண࣮ʹ;ͤΔγϯϓϧͳఆ額ݸਓ年金อݥͰ͢ɻ

このύンϑレοτでは、記ड़内容をϚーΫで表しています。

「契約時」に係る記ड़ 「保険料払込ظ間」に係る記ड़ 「ਾ置ظ間」に係る記ड़ 「お受取り」に係る記ड़

保険料は
月 1ֻສԁ（৽年 1ֻ�ສԁ）から、
手ܰに始Ίられます。
また、ࠂ知や医ࢣの査等は不要です。

डऔֹ
ʹ֬ఆʂܖ
契約日にجຊ年金年額も
解約ฦ金も確定するので、
ক来の生׆設ܭを͑ߟるう で͑
おにཱͪます。

อݥྉؒظࠐ
ॊೈʹઃఆՄʂ
保険料払込ظ間は
�0年～�0年でॊೈに設定できます。
ϥΠϑϓϥンに合わせて
ご設定ください。

ਾஔؒظ
ॊೈʹઃఆՄʂ

͓डऔΓํ๏͕બΔʂ

保険料払込ظ間ຬྃ後、年金が։始するまでの
ਾ置ظ間を0～�年でॊೈに設定できます。
ਾ置ظ間தは、৽たな保険料のお払込みは不要で、
ੵཱ金が; て͑いきます。

時ܖ 時ܖ

อݥྉؒظࠐ

อݥྉ
ظࠐ間

契約日

ਾஔؒظ

ਾஔظ間

͓डऔΓ

一括受取

年金受取

年金։始日保険料     払込ظ間ຬྃ日
（ࡀ�0） （ࡀ�0）（ࡀ��）

年
金
ݪ
ࢿ

ページ特約付加の条件や留意事項について、詳しくは をご覧ください。14

商品のしくみ
（イメージ図）

のごઆ໌ޠ༺

10年確定年金 ຊ年金年ֹج

年金受取ྦྷֹܭ

※上記取扱いは2019年3月現在の税制に基づくものであり、税制の変更に伴い、取扱いが変わる場合があります。

＊ご契約後一定ؒظにղ約された場合の
　ฦ金は既払込保険料相額をԼճります。

※͜の保険には、保険料払込໔আのしくみはありまͤΜ。

年金受取にか͑て、
一括でお受け取りいただけます。

払込保険料の合ܭ額ֻ݄保険料

ʤご契約ྫʥ　
ظஉੑ、 保険料払込・ࡀ30  ɿؒ30年　
 ਾஔظ ɿؒ5年、 年金छ ɿྨ10年確定年金

契約者、ࡍຊ年金年額とは、保険契約క݁のج
のお申出によって定Ίた年金年額のことをいい
ます。ただし、جຊ年金年額がݮ額された場合
は、ݮ額後の金額になります。

契約日とは、保険ظ間のࢉى日であり、契約年ྸや「جຊ年金
年額」をࢉܭするࡍのج४日となります。 
「৭きっ」の契約日は、月ֻの場合はお申込みを受けた日
のଐする月のཌ月̍ 日であり、৽年ֻの場合はお申込みを受け
た日となります。

保険料払込ظ間ຬྃ日のཌ日から年金։始日
のલ日までのظ間をいい、保険契約క݁のࡍ
に、契約者のお申出により設定します。

年金原ࢿとは、年金։始日におけるক来の年金
をお支払いするたΊに必要なੵཱ金のことを
いいます。

ਾ置ظ間を設定する場合は、ਾ置ظ間ຬྃ日の
ཌ日となり、ਾ置ظ間を設定しない場合は、
保険料払込ظ間ຬྃ日のཌ日となります。

ᶃجຊ年金年額 ᶄ契約 ᶅਾஔؒظ ᶆ年金ࢿݪ ᶇ年金։࢝

保険料払込ظ間
（�0年間）

ਾ置ظ間
（�年間）

ɹΕ·͢ɻ͞ݮྉ੫੍ద֨ಛΛՃ͢Δ͜ͱʹΑΓɺॴಘ੫ɾॅຽ੫ͷෛ୲͕ܰݥਓۚอݸ

解約返戻金ˎ

11��万円

11��� 10万円ʷ 年

一括受取ֹ

112�万円

受取

105��ˋ

受取

10���ˋ

10�0万円�万円

�年確定年金、10年確定年金よりબ可能です。
また、年金を一括で受け取ることも可能です。

死亡給付金
既払込保険料相当額

死亡給付金
既払込保険料相当額と
積立金相当額の

いずれか大きい金額

保険料払込ظ間தに解約した場合の
ฦ金は、ط払込保険料相当額を্ݶとし、
ご契約後一定ظ間内に解約された場合の
ฦ金はط払込保険料相当額を下ճります。

ご契約క݁後の保険料払込ظ間の
変更はできませΜ。

ご契約క݁後のਾ置ظ間の
変更はできませΜ。

˞年金受取ྦྷܭ額と一括受取額はখୈ 1 ҐҎ下を、جຊ年金年額はখୈ �
ҐҎ下を、ࣺて表ࣔしています。

˞受取は、年金受取ྦྷܭ額または一括受取額を払込保険料の合ܭ額で除して
し、খୈࢉܭ � ҐҎ下をࣺて表ࣔしています。

˞保険料：�019年�月ࡏݱ

��

こ
の
保
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ಛ

ͱ
͠
͘
Έ



の͝ܖ例ʢΠϝʔδਤʣ
ʮอݥྉؒظࠐʯʮਾஔؒظʯʮ受取ํ๏ʯΛॊೈʹઃఆ͢Δ͜ͱ͕ՄͰ͢ɻ 。額、一括受取額は、খୈ�ҐҎ下をࣺて表ࣔしていますܭຊ年金年額、年金受取ྦྷج˞

˞受取は、年金受取ྦྷܭ額または一括受取額を払込保険料の合ܭ額で除してࢉܭし、খୈ�ҐҎ下をࣺて表ࣔしています。
。ఔが変更となる場合がありますن場金利情によっては、取ѻࢢ˞
˞保険料：�019年�月ࡏݱ

このύンϑレοτでは、記ड़内容をϚーΫで表しています。

「契約時」に係る記ड़ 「保険料払込ظ間」に係る記ड़ 「ਾ置ظ間」に係る記ड़ 「お受取り」に係る記ड़

ਾஔظ ɿؒ�年 ͓受取Γɿ��年֬ఆ年金อݥྉظࠐ ɿؒ��年

のときࡀ�5
ごՃೖ

のときࡀ�0
払込ྃ

のときࡀ�5
受取開始

死亡給付金

ʮকདྷʯͷ
ੜۚࢿ׆
४උ͍ͨ͠

老後が気になる35歳のサラリーマン、A
さん。公的年金に加え、個人年金も準備し
たいと考えています。目標の金額をため
て、退職後はゆとりのある時間を過ごし
たい。
そこで「虹色きっぷ」に加入しました。

࣌ܖ อݥྉؒظࠐ ਾஔؒظ 受取ํ๏

25年 5年 10年
確定年金

毎月の保険料

3万円

"͞Μʢஉੑʣの߹

パターン 1

Λ
年
金
ݪ
ࢿ

年金受取10年確定年金

一括受取

払ࠐ保険ྉの合ֹܭ �00万円

ຊ年金年額：����万円ج
年金受取ྦྷܭ額：

受取ɿ

�����万円

一括受取額：�2���万円

10����

受取ɿ10����

10年
年金受取で

Ұׅ受取で
ʤ年金受取にか͑ͯҰׅでお受け取りいただけますʥ

解約返戻金

ਾஔظ ɿؒ�年 ͓受取Γɿ��年֬ఆ年金อݥྉظࠐ ɿؒ��年

のときࡀ55
ごՃೖ

のときࡀ�5
払込ྃ

のときࡀ�0
受取開始

（1݅の年金受取ྃ）

死亡給付金

ʮੜ͖ʯΛ
ͯ͑ߟ
ੜۚࢿ׆
४උ͍ͨ͠

長生きのリスクが気になる55歳のＢさ
ん。個人年金も1件加入していますが、受
け取りが80歳で終了してしまうことが
不安です。
そこで2件目の年金として「虹色きっぷ」
に加入しました。

࣌ܖ อݥྉؒظࠐ ਾஔؒظ 受取ํ๏

20年 5年 10年
確定年金

毎月の保険料

3万円

#͞Μʢঁੑʣの߹

パターン 2

Λ 年
金
ݪ
ࢿ

年金受取10年確定年金

一括受取

払ࠐ保険ྉの合ֹܭ �20万円

ຊ年金年額：����万円ج
年金受取ྦྷܭ額：

受取ɿ

����2万円

一括受取額：�����万円

10����

受取ɿ102�2�

10年
年金受取で

Ұׅ受取で
ʤ年金受取にか͑ͯҰׅでお受け取りいただけますʥ

解約返戻金

˔�01�年1月1日Ҏ後にక݁した生命保険契約には、「৽制」の生命保険料控除が適༻されます。「৽制」が適༻される契約の生命保
険料控除額は、一般・個人年金・介護医療それͧれߴ࠷で所得税�ສԁ、住民税�ສ8000ԁ（合ܭ適༻ݶ額：所得税1�ສԁ、住民税
7ສԁ）となります。

˔�011年1�月�1日Ҏલにక݁した生命保険契約には、�01�年1月1日Ҏ߱も「چ制」の生命保険料控除が適༻されます。「چ制」が
適༻される契約の生命保険料控除額は、一般・個人年金それͧれߴ࠷で所得税�ສԁ、住民税�ສ�000ԁ（合ܭ適༻ݶ額：所得税
10ສԁ、住民税7ສԁ）となります。

˔ただし、「৽制」「چ制」のํにご契約がある場合の合ܭ適༻ݶ額は、所得税1�ສԁ、住民税7ສԁとなります。

˔社会保険料控除額はࡒলࢉࢼ༻指を༻しています。
˔課税所得のࢉܭ：給与所得控除、社会保険料控除、生命保険料控除（加ೖの場合のみ）、ۮ者控除（所得税�8ສԁ、住民税��ສԁ）、

ැཆ控除（一般（1�～18ࡀ）は所得税�8ສԁ、住民税��ສԁ、特定ැཆ（19～ࡀ��）は所得税��ສԁ、住民税��ສԁ）、ૅج控除
（所得税�8ສԁ、住民税��ສԁ）をࠩしҾきࢉ出しています。

˔්と子1人は、一般の控除対象ැཆ1人としてࢉܭ、්と子�人は、一般およͼ特定ැཆ各1人としてࢉܭ。子がすてැ
ཆ控除対象֎の場合はಠ者または්をߟࢀにしてください。

˔住民税のۉ等ׂは、�000ԁとしてࢉܭしています。
˔課税所得は1000ԁະຬりࣺて、税額は100ԁະຬりࣺてしています。

ϖ̎ʔδのʮ所得税ɾॅ ຽ税֓ݮܰࢉ額例ʯʹ ͍ͭͯ

��

こ
の
保
険
の
͝
ܖ

例

こ
の
保
険
の
͝
ܖ

例



　　　枠は「個人年金保険料税制適格特約」を付加可能な
保険料払込期間が10年以上で年金開始年齢が60歳以上、
かつ、10 年確定年金のご契約例です。
なお、「個人年金保険料税制適格特約」の付加には、「年金受
取人が被保険者と同一で、かつ、契約者またはその配偶者の
いずれかであること」も必要です。

の年金受取金額例

契約年齢25歳 月掛保険料 30,000円の場合

※「受取率」は、年金受取累計額［５年確定年金の場合は基本年金
年額×5（年）、10年確定年金の場合は基本年金年額×10（年）］を
払込保険料の合計額で除して計算し、小数第2位以下を切捨て表示
しています。
※基本年金年額は、小数第2位以下を切捨て表示しています。
※本ページに記載の数値は、ご契約の一例であり、被保険者の年齢・
性別等により数値が異なりますのでご注意ください。
※市場金利情勢によっては、取扱規程が変更となる場合があり
ます。

男性 ［上段：年金開始日の年齢、中段：基本年金年額（単位：万円）、下段：受取率］

５
年
確
定
年
金

10
年
確
定
年
金

保険料払込期間

なし

5年

なし

5年

据
置
期
間

据
置
期
間

〔1,440万円〕
40年

70歳
307.6
106.8%

65歳
302.2
104.9%

70歳
155.9
108.2%

65歳
153.2
106.4%

〔1,260万円〕
35年

65歳
266.0
105.5%

60歳
261.4
103.7%

65歳
134.8
107.0%

60歳
132.5
105.1%

〔900万円〕
25年

55歳
186.1
103.4%

50歳
182.9
101.6%

55歳
94.3
104.8%

50歳
92.7
103.0%

〔720万円〕
20年

50歳
147.4
102.4%

45歳
144.9
100.6%

50歳
74.7
103.8%

45歳
73.4
102.0%

〔払込保険料の合計額〕

契約年齢35歳 月掛保険料 30,000円の場合

５
年
確
定
年
金

10
年
確
定
年
金

保険料払込期間

なし

5年

なし

5年

据
置
期
間

据
置
期
間

〔1,080万円〕
30年

70歳
225.6
104.4%

65歳
221.7
102.6%

70歳
114.3
105.9%

65歳
112.4
104.0%

〔900万円〕
25年

65歳
186.1
103.4%

60歳
182.9
101.6%

65歳
94.3
104.8%

60歳
92.7
103.0%

〔720万円〕
20年

60歳
147.4
102.3%

55歳
144.9
100.6%

60歳
74.7
103.8%

55歳
73.4
102.0%

〔払込保険料の合計額〕

契約年齢45歳 月掛保険料 30,000円の場合

５
年
確
定
年
金

10
年
確
定
年
金

保険料払込期間

なし

5年

なし

5年

据
置
期
間

据
置
期
間

〔720万円〕
20年

70歳
147.3
102.3%

65歳
144.8
100.5%

70歳
74.7
103.7%

65歳
73.4
101.9%

〔払込保険料の合計額〕

契約年齢25歳 月掛保険料 30,000円の場合

※「受取率」は、年金受取累計額［５年確定年金の場合は基本年金
年額×5（年）、10年確定年金の場合は基本年金年額×10（年）］を
払込保険料の合計額で除して計算し、小数第2位以下を切捨て表示
しています。
※基本年金年額は、小数第2位以下を切捨て表示しています。
※本ページに記載の数値は、ご契約の一例であり、被保険者の年齢・
性別等により数値が異なりますのでご注意ください。
※市場金利情勢によっては、取扱規程が変更となる場合があり
ます。

女性 ［上段：年金開始日の年齢、中段：基本年金年額（単位：万円）、下段：受取率］

契約年齢35歳 月掛保険料 30,000円の場合

契約年齢45歳 月掛保険料 30,000円の場合

このパンフレットでは、記述内容をマークで表しています。

「契約時」に係る記述 「保険料払込期間」に係る記述 「据置期間」に係る記述 「お受取り」に係る記述

詳しくは14ページをご覧ください。

　　　枠は「個人年金保険料税制適格特約」を付加可能な
保険料払込期間が10年以上で年金開始年齢が60歳以上、
かつ、10 年確定年金のご契約例です。
なお、「個人年金保険料税制適格特約」の付加には、「年金受
取人が被保険者と同一で、かつ、契約者またはその配偶者の
いずれかであること」も必要です。

詳しくは14ページをご覧ください。

保険料率：2019年4月現在

〔1,080万円〕
30年

60歳
225.6
104.4%

55歳
221.7
102.6%

60歳
114.3
105.8%

55歳
112.3
104.0%

５
年
確
定
年
金

10
年
確
定
年
金

保険料払込期間

なし

5年

なし

5年

据
置
期
間

据
置
期
間

〔1,440万円〕
40年

70歳
307.2
106.6%

65歳
301.9
104.8%

70歳
155.7
108.1%

65歳
153.0
106.2%

〔1,260万円〕
35年

65歳
265.9
105.5%

60歳
261.3
103.7%

65歳
134.8
106.9%

60歳
132.4
105.1%

〔900万円〕
25年

55歳
186.1
103.4%

50歳
182.9
101.6%

55歳
94.3
104.8%

50歳
92.7
103.0%

〔720万円〕
20年

50歳
147.4
102.4%

45歳
144.9
100.6%

50歳
74.7
103.8%

45歳
73.4
102.0%

〔払込保険料の合計額〕

５
年
確
定
年
金

10
年
確
定
年
金

保険料払込期間

なし

5年

なし

5年

据
置
期
間

据
置
期
間

〔1,080万円〕
30年

70歳
225.6
104.4%

65歳
221.7
102.6%

70歳
114.3
105.8%

65歳
112.3
104.0%

〔900万円〕
25年

65歳
186.1
103.4%

60歳
182.9
101.6%

65歳
94.3
104.8%

60歳
92.7
103.0%

〔720万円〕
20年

60歳
147.4
102.4%

55歳
144.9
100.6%

60歳
74.7
103.8%

55歳
73.4
102.0%

〔払込保険料の合計額〕

５
年
確
定
年
金

10
年
確
定
年
金

保険料払込期間

なし

5年

なし

5年

据
置
期
間

据
置
期
間

〔720万円〕
20年

70歳
147.4
102.3%

65歳
144.8
100.6%

70歳
74.7
103.7%

65歳
73.4
102.0%

〔払込保険料の合計額〕

〔1,080万円〕
30年

60歳
225.6
104.4%

55歳
221.7
102.6%

60歳
114.3
105.8%

55歳
112.3
104.0%
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ʲ.:΄けΜϖʔδɹϩάΠϯը໘ʳ

ʲɹ�のબը໘ʳ3

「MYほけんページ」は、簡単にご契約内容の照会ができるほか、
便利な健康・医療・介護関連サービスを利用できる、ご契約者専用WEBサイトです。

˙MYほけんページのごར༻ํ๏

に࣌Έいただくͱɺಉࠐੜ໋のੜ໋保険におਃా࣏҆໌˞
ʮ̢̮ ΄けΜϖʔδʯにもਃࠐΈが͞れます。
˞ごܖཱޙにهࠨのʮ̢̮ ΄けΜϖʔδ̞̙ʯを༣ૹ͠
ますのͰɺ໌ ੜ໋ϗʔϜϖʔδからご登録くだా࣏҆
͞いʢただ͠ɺすͰにʮ̢̮ ΄けΜϖʔδ̞̙ʯʮ໌ా࣏҆
ੜ໋Χʔυʯをおͪ࣋のํを除͖ますʣ。

˞ごෆ໌ながご͟いま͠たらɺ໌ ੜ໋ίϛϡχా࣏҆
έʔγϣϯηϯλʔまͰおい合Θͤくだ͞い。

˞͜ΕらのαʔϏε໌ా࣏҆ੜ໋保険૬ޓձ社の業ҕୗઌ͕ఏͯ͠ڙおΓ、αʔϏε༰・࣭に͍ͭͯ、໌ ੜా࣏҆
໋͕保ূするので͋ΓまͤΜɻαʔϏεのごར༻お٬͞まのஅのͱに͍ͩͯͬ͘͞ߦɻສҰ、αʔϏεをごఏ͠ڙ
ͨ݁Ռଛ͕発ੜͯ͠、໌ ੜ໋をෛ͍かͶますɻా࣏҆

˞記載の༰2019年�月ࡏݱのので͋Γ、αʔϏε༰༧ࠂͳ͘中ࢭ、มߋする場合͕͋Γますので、͋ らか͡Ίごྃ
ঝ͍ͩ͘͞ɻ

ʮMYほけんページ*Dのご案内ʯ͕ ಧいたら

ʮ.:΄͚Μϖーδ̞ ̙ͷ͝Ҋʯݟຊʮ.:΄͚Μϖーδ̞ ̙ͷ͝Ҋʯݟຊ

εϚʔτϑΥϯͰも
ΞΫηεͰ͖ます
ʢҰ෦ػछ除くʣ。

明治安田生命ϗーϜページのτοϓը໘の
ʰご契約ऀઐ༻̬̚ α̗Πτɹ̢̮ ほけんページ ΛɦΫϦοΫ

ʢϝʔϧΞυϨε登録がະྃの場合ɺ̢ ̮́ けΜϖʔδのॳճ利用の
にご登録いただくඞཁがご͟いますʣࡍ

̢̮ほけんページ

1

ʰ新ొن ΛɦΫϦοΫ2

̢̮ほけんページ̞ ̙·た明治安田生命ΧーυΛh お࣋
ͪのํ ΛɦΫϦοΫ

3

̢̮ほけんページن約Λご確ೝ後ɺごಉҙいた͖ͩh ಉ
ҙͯ࣍͠にਐΉ ΛɦΫϦοΫ

4

ϩάΠンύεϫーυΛઃ定͠ɺॳ期ઃ定6ྃ

5

をご活用ください。
ご契約者専用WEBサイト

αʔϏεのごར༻に͍ͭͯ、.:΄͚Μϖʔδでご確認͍ͨͩ͘か໌ా࣏҆ੜ໋ίϛϡχέʔγϣϯηϯλʔにお͍合Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

༰Λܖのご࣌ऀごࣗͰɺরձܖ
֬ೝいͨだ͚ま͢

生命อݥྉ߇আূ明ॻのߦൃ࠶ɺ֤छखଓॻྨ
のごٻΛͯ͠いͨだ͚ま͢

පؾの༧ɾૣݟൃظॏԽ༧にཱͭ
ʮΈΜなの݈׆αーϏεʯΛごར༻いͨだ͚ま͢

ઐՈによるి૬ஊ

৷・ग़࢈・ҭࣇにؔするి૬ஊを2�時͍ؒͭで
ແ料でおड͚͍ͨ͠ますɻ ఏڙɿςΟーペοΫ（ג）

��時間৷・ҭࣇ૬ஊαーϏε
ごࣗやごՈの݈߁にؔするి૬ஊを2�時͍ؒͭ
でແ料でおड͚͍ͨ͠ますɻ ఏڙɿςΟーペοΫ（ג）

��時間݈߁૬ஊαーϏε

ఏڙɿ明治安田γスςϜɾςΫϊϩジー（ג）

հޢ૬ஊαーϏε

ఏڙɿ明治安田γスςϜɾςΫϊϩジー（ג）

ো͕い૬ஊαーϏε

治 ・ྍॏԽ予

ఏڙɿϋϧϝΫɾϕϯνϟーζ（ג）

郵送ݕ༏ར༻αーϏε

ఏڙɿ/,ϝσΟί（ג）

ઌਐࠪݕ༏αーϏε

ఏڙɿ（ג）Σϧωスҩྍใηϯλー

ਓ間υοΫ・ϨσΟーευοΫ�૬ஊ・予約αーϏε

ఏڙɿηϯトϥϧスϙーπ（ג）

εϙーπΫϥϒ༏ར༻αーϏε

予・ૣ 期ൃݟ

契約内༰のরձ

֤छखଓ͖
ߦൃ࠶・料の請求ࢿ

契約内༰のরձ

֤छखଓ͖
ߦൃ࠶・料の請求ࢿ

֤छαーϏεのごར༻֤छαーϏεのごར༻

にҰॹにऔΉʮΈΜͳ׆݈ʹಈ׆ͳ͖前͚ͨに߁݈、ੜ໋ా࣏҆໌
の݈׆ϓϩδΣΫτʯのҰͱ͠ ͯ、පؾの༧・ૣ期発ݟやॏԽ༧等
に立ͭ͞ま͟まͳαʔϏεをご༻ҙ͍ͯ͠ますɻ

.: ΄͚Μϖーδにͯごར༻いͨだ͚ΔαーϏεͰ͢。
ੜ໋ϗʔϜϖʔδからΞΫηε͠ా࣏҆໌ ͯ͘ ͍ͩ͞ɻ

ిͰごར༻いͨだ͚ΔαーϏεͰ͢。
おखݩに .: ΄͚Μϖʔδ *% ͘͠໌ా࣏҆
ੜ໋Χʔυ൪߸、ূ݊൪߸の͍ͣΕかをご༻ҙ
͍ͩ͘͞ɻ

明治安田生命のαーϏε8&#（MYほけんページ）およͼిͰごར༻いたͩけ·す

݂ӷ・ͳͲにΑͬͯ、কདྷ発͠ಘる͞ま͟まͳපؾの
ϦεΫをධՁするઌਐࠪݕを、༏ಛయ付͖でごར༻͍
͚ͨͩるαʔϏεですɻ

͕Μやੜ׆श׳පのϦεΫを͡Ί、݈ ঢ়ଶを簡単に߁
ௐる͜ͱ͕で͖る༣送ࠪݕܕΩοτ͕、༏Ձ֨でご
ར༻͍͚ͨͩますɻ

ਓؒυοΫʗϨσΟʔευοΫにؔするి૬ஊにઐε
λοϑ͕お応え͠、શࠃのఏࢪܞઃΑΓਓؒυοΫの༧約
͕Մですɻ

શࠃのఏࢪܞઃを༏Ձ֨で͍ͭでごར༻͍͚ͨͩ
ますɻ

հޢにؔする͞ま͟まͳ૬ஊにέΞϚωδϟʔや社ձ
͕࢜ࢱແ料でお応えするి૬ஊαʔϏεですɻ

ʮମো͕͍ʯにؔする͞ま͟まͳ૬ஊに社ձ࢜ࢱや
έΞϚωδϟʔ͕お応えするి૬ஊαʔϏεですɻ

̢̮ ほけんページ̞ ̙˞1・生年月・҉証൪߸˞�Λごೖྗい
た͖ͩh のը໘࣍ ΛɦΫϦοΫ
˞�

˞�

҉ূ番号登録がおࡁΈの場合ɺ̞̙ʢ��ܻʣのΘりに保険ূ݊ه
。のূ݊番号ʢ�ܻʣͰもೖྗいただけますࡌ
҉ূ番号͜のը໘Ͱ登録いただけます。

1��



確実なお支払いのための取組み
お客さまに確かな安心をお届けするためにご高齢者にも優しい制度をご用意しています。

MY長寿ご契約点検制度

■ ご契約点検の流れ

保険金等を確実にお支払いするため、長寿の節目を迎えられるご契約者に、保険金等のご請求や
ご連絡先・受取人変更の有無を確認する明治安田生命独自の制度です。

「長寿点検のお知らせ」の郵送１

電話連絡による確認　　　　２

訪問による確認　※90歳以上のお客さま３

77歳
（喜寿）

９９歳
（白寿）

１０８歳
（茶寿）

９０歳
（卒寿）

歳
（皇寿）
１１１

MY安心ファミリー登録制度 2014年10月～

「MYアシスト＋」（マイアシストプラス）制度 2018年4月～

2015年4月～

ご契約関係者の連絡先登録 2018年4月～

で返信がない場合１

で連絡がとれない場合2

あらかじめご契約者以外の連絡先
（第二連絡先）をご登録いただくこと
で、明治安田生命からお客さまへの
連絡をしっかりフォローします。

ご契約者に連絡がとれない場合、第二連絡先にご契約者の連絡先を確認

明治安田生命 不着・連絡不能 ご契約者 第二連絡先制度創設以降、約196万人のご登録を
いただいています。（2018年3月末時点）

加齢等に伴う視力・聴力の低
下や長期療養および後遺症
等により、生命保険のお手
続きの際に自筆困難等の支
障が生じたお客さまをサ
ポートします。
※お客さまに意思能力があること
が前提です

明治安田生命職員
による代筆

さらにアシスト・デスク
を用意

サポートメニュー　お手続きの内容に応じて…

アシスト・カードを
お申込みいただくと…

ご自宅等に明治安田生命職員
が訪問し、お手続きの代筆を
いたします

ご契約内容やお手続きについ
て、専任担当者がお電話やメー
ルで直接お応えいたします

登録番号からお客さまを特定
し、担当者がご相談内容を確認
いたします

手続きのために子どもに連絡すると「『音信なし』が元気な証拠と思っていたけれど、
何があるかわからないから、今後は時々電話するよ」と、連絡を取りあう良いきっかけになりました
（栃木県、女性）

お客さまの声

丁寧な
説明と

聞き取り

ご契約関係者（被保険者・受取人）のご連絡先を新たに登録いただくことで
請求権利者と直接連絡をとることが可能となり、より確実・迅速なお支払いを実現いたします。

連絡先の登録があることで
直接、請求権利者に請求を
ご案内

明治安田生命からの通知などで
お亡くなりになっている
事実が判明
1 2

親 子
保険に入っていることは

知らなかった

NEW!

明治安田生命ご契約者かつ被保険者 受取人

〔例〕

明治安田
生命代筆 お客さま

ご連絡

MYほけんページから
ご登録いただけます！

MYほけんページから
ご登録いただけます！

お申込後のお問い合わせ窓口

ご契約後

保険料払込期間中
（ご契約の翌年以降）

月曜～金曜　　　　　　 9：00～18：00
　  土曜　 　　　　　 　9：00～17：00

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

明治安田生命コミュニケーションセンター

いずれも祝日・年末年始を除く

※お問い合わせは契約者ご本人さま（死亡給付金のご請求は受取人）
からお願いいたします。

※「ご契約内容の照会」や「お手続き書類のご請求」等はご契約者専用
ＷＥＢサイト「ＭＹほけんページ」でもご利用いただくことができます。

■次のような場合は
　コミュニケーションセンターにご連絡ください。

被保険者がお亡くなりになった場合

第二連絡先を登録ご希望の場合

死亡給付金受取人が
お亡くなりになった場合

住所・電話番号等のご登録内容を
変更する場合

※これらのサービスは、2019年4月現在のものであり、将来変更される場合があります。

ご契約後に明治安田生命より郵送する書類

保険期間中

年金開始時

年金受取期間中

0120-453-860
よ う こ そ  ハ ロ ー

①生命保険証券・保険証券付属書
・送付方法：簡易書留
・発送時期：通常、契約成立後3営業日程度で発送
※ただし、お申込み内容により、さらに日数を要する場合があります。

⑤口座振替予定のお知らせ（新年掛のご契約）
・口座振替日や振替金額等記載のご通知を、毎年の口座振替月（年単位の契約応当日の属する

月）の前月下旬頃に発送

⑥生命保険料控除証明書
・月掛（口座振替）のご契約　　⇒ 9月分の保険料のお振替えを確認後、10月下旬頃に発送
・新年掛（口座振替）のご契約　⇒ 1月から9月までのお振替えの場合、9月下旬～10月下旬頃に発送
 10月から12月までのお振替えの場合、当社への着金を確認後に随時発送

⑦明治安田生命からのお知らせ
・発送時期：年1回（毎年9月～10月頃）

④生命保険料控除証明書
・1月1日から9月30日までのご契約　　 ⇒　9月下旬～10月下旬頃に発送
・10月1日から12月31日までのご契約　⇒　ご契約成立後に随時発送

⑧年金開始請求書
・発送時期：年金開始月の３ヵ月前の月末頃

⑨年金証書（年金開始時のみ）
⑩年金お支払明細書兼残高通知書

③口座振替予定のお知らせ（月掛のご契約）

②MYほけんページⅠDのご案内

・口座振替日や振替金額等記載のご通知を、初回口座振替月（契約日の属する月の翌月）の中旬頃に発送

※ただし、すでに「ＭＹほけんページⅠＤ」や「明治安田生命カード」をお持ちの方を除きます。
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商品の特徴としくみについてご確認ください

■ 保険商品の名称（正式名称）

■ 商品の特徴
・この商品は、保険料払込期間の死亡保障を抑え、年金としてお受け取りいただく金額

が多くなるように設計された生存保障重視型の年金保険です。
・この商品の基本年金年額・死亡給付金・解約返戻金は契約日に確定します。
・契約時に、保険料払込期間満了日の翌日から年金開始日の前日までを据置期間として

設定することができます。
・年金を5年間または10年間確実にお受け取りいただく「確定年金」です。なお、年金で

のお受取りにかえて、一括でお受け取りいただくことも可能です。その場合、ご契約は
消滅します。

・所得税法上の要件を満たすご契約は、個人年金保険料税制適格特約を付加することが
でき、払込保険料について個人年金保険料控除を受けることができます。

・この商品には、保険料払込免除のしくみはありません。

■ 商品のしくみ

5年ごと利差配当付個人年金保険（2011）

商品のしくみについては3・4ページをご覧ください。

引受保険会社の名称と住所等についてご確認ください

■「契約概要」には、商品内容に関する重要な事項のうち、特にご確認い
ただきたい事項を記載しています。

■「契約概要」に記載されたお支払事由や給付に際しての制限事項は、
概要や代表の事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等に
ついての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約の
しおり 定款・約款」に記載しておりますのでご確認ください。

契約概要

明治安田生命保険相互会社■ 名称
本社　〒100-0005　東京都千代田区丸の内2‐1‐1
連絡先　明治安田生命コミュニケーションセンター　TEL 0120-453-860
ホームページアドレス　https://www.meijiyasuda.co.jp/　　

■ 住所

■ 特約について

この特約を付加した場合、お払込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除、介
護医療保険料控除とは別枠で、個人年金保険料の所得控除の対象となります。詳し
くは、21ページの「11　生命保険の税金についてご確認ください」をご覧ください。

○年金受取人が被保険者と同一で、かつ、契約者またはその配偶者のいずれかで
あること

○保険料払込期間が10年以上であること
○年金開始年齢が60歳以上＊1、かつ、年金支払期間が10年以上であること

○上記の条件を満たさなくなるような契約内容の変更はできません。
　（例）ご契約後10年以内の払済年金保険への変更、5年確定年金への変更
○基本年金年額の減額等に伴う返戻金が発生する場合であっても、お支払いせず

に明治安田生命所定の利率＊2で積み立てておき、年金開始日に増額年金の買増
しにあてます。

○配当金は明治安田生命所定の利率＊2で積み立てておき、年金開始日に増額年金の
買増しにあてます。年金開始日前または年金開始日の一時金受取りはできません。

＊1 保険年齢で判断されます。
＊2 この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。

適用される利率については明治安田生命ホームページ（https://www.meijiyasuda.co.jp/）
でご確認ください。

※個人年金保険料税制適格特約を付加しない場合、お払込みいただいた保険料は、一般の生命保
険料控除の対象となります。

※上記取扱いは2019年3月現在の税制に基づいており、将来的には変更になる場合があります。

・個人年金保険料税制適格特約

年金支払期間中に年金受取人が死亡された場合、あらかじめ指定いただいた後継年金
受取人に年金を引き続きお支払いします。年金開始日以後に年金受取人のお申出によ
り、被保険者の同意を得て明治安田生命が承諾したときに付加することができます。

・後継年金受取人指定特約

特約を付加する場合の条件

特約を付加した場合の制限

1

2

お申込みに際して次をご確認ください

■ この商品は生命保険です
この商品は明治安田生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険です。このため、
預金とは異なり、預金保険制度の対象ではなく、また、元本割れすることがあります。

3
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・配当金は、資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごと
の契約応当日にお支払いします。 ただし、資産の運用実績によっては配当金をお支
払いできないことがあります。

・配当金は明治安田生命所定の利率＊で積み立てておき、年金開始日に増額年金の買
増しにあてます。

・積み立てられた配当金は、年金開始日前または年金開始日に、一時金として受け取る
こともできます。
ただし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合、この取扱いはできません。

＊この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。
適用される利率については明治安田生命ホームページ（https://www.meijiyasuda.co.jp/）
でご確認ください。

年金・死亡給付金をお支払いできない場合の主な事由については、18ページの「4　次の
ような場合には、年金や死亡給付金をお支払いできないことがあります」をご覧ください。

＊1 既払込保険料相当額は、基本年金年額に対応する月掛保険料から計算されますので、実際
にお払込みいただいた保険料の合計額より大きくなる場合があります。

＊2 原則、被保険者の配偶者または２親等内の血族から指定いただきます（7人まで）。
※年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、未払年金の現価を年金受取人に一括してお支払いします。
※死亡給付金は、一時支払いのほか、年金支払い、すえ置支払い（すえ置期間は10年以下）も選択できます。

■ 保険料範囲
・月掛・・・1万円以上（千円単位）
・新年掛・・・12万円以上（千円単位）
・基本年金年額が3,000万円となる保険料までご契約いただけます（最低基本年金年

額は、5年確定年金：20万円、10年確定年金：10万円です）。

・基本年金年額の増額はできません。

■ 保険料払込方法

■ 保険期間

・第1回目の保険料は、契約時に明治安田生命指定の口座にお振込みください。第2回目
以降の保険料は、ご指定いただいた口座からの振替（引き落とし）となります。

＊その日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とします。

契約日

お申込みを受けた日の
属する月の翌月１日

お申込みを受けた日

第２回目保険料の
払込期月 保険料振替日

契約日の属する月の翌月

契約日の翌年の
契約応当日の属する月

月掛

新年掛

・この保険の保険料払込方法は、月掛（毎月1回の払込み）、新年掛（1年に1回の払込
み）の2つの方法があります。
※新年掛は1回に限り、月掛に変更することができます。
※月掛から新年掛への変更はできません。
※保険料の一括払い（前納）はできません。

※同一被保険者がすでに明治安田生命の商品に加入済の場合は、上記金額までご加入いただけ
ないことがあります。

■ 年金・死亡給付金の主なお支払事由

配当金・解約返戻金についてご確認ください

■ 配当金

・ご契約後一定期間内に解約された場合の返戻金は既払込保険料相当額を下回ります。
・特に、ご契約後短期間で解約された場合は、返戻金はまったくないか、あってもごく

わずかです。
・なお、減額された場合は、ご契約が減額分だけ解約されたものとします。
・詳しくは、19ページの「6　解約・減額と返戻金についてご確認ください」をご覧ください。

■ 解約返戻金

契約日における被保険者の契約年齢（保険年齢）は、満年齢とは異なる場合があります。
契約日が直前の誕生日から6ヵ月以内の場合、契約年齢（保険年齢）は満年齢と同一となりま
す。また、契約日が直前の誕生日から6ヵ月を1日でも超えている場合、契約年齢（保険年齢）は
満年齢に１歳を加算します。

［例］1月1日生まれで満年齢が50歳の方は、契約日がその年の7月1日以降になると、契約年
齢（保険年齢）は51歳に切り上がります。

据置期間（保険料払込期間満了日の翌日から年金開始日の前日までの期間）は、年金開始年
齢の範囲内で、0年～5年の期間（各年）で設定することが可能です。
保険期間は、保険料払込期間、据置期間および年金をお受け取りいただく期間の合計となります。 

＊1

＊2

＊3

保険料払込期間年金種類 契約年齢＊1の範囲 年金開始年齢 据置期間＊2 保険期間＊3

5年確定年金
10年確定年金 0歳～60歳 20歳～80歳 0年～5年 25年～55年20年～40年

※市場金利情勢によっては、取扱規程が変更となる場合があります。
※年金開始日の変更はできません。
※基本年金年額、毎回の保険料、年金種類等、ご契約の具体的な内容につきましては、後日郵送さ

れる生命保険証券等を必ずご確認ください。

4

払込期月の毎月27日  ＊

死亡給付金年金
被保険者が年金開始日以後、年金支払期間中の
毎年の年金支払日に生存されているとき 被保険者が年金開始日前に死亡されたときお支払事由

お支払額

受取人

基本年金年額  

保険料払込期間中：既払込保険料相当額＊1

据置期間中：既払込保険料相当額と被保険者が
死亡した日における積立金相当額
のいずれか大きい方の金額

年金受取人 死亡給付金受取人＊2

4 月 5月 6月

4/10
申込日

5/1
契約日

6/27
保険料振替日

＊

4 月 翌年の 4月

4/10
申込日＝契約日

翌年の 4/27
保険料振替日

＊

＜月掛保険料の口座振替例＞

＜新年掛保険料の口座振替例＞
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※告知とは、被保険者の健康状態や過去の傷病歴等、明治安田生命がおたずねする重要なことがら
について、事実をありのままにお知らせいただくことです。

※お申込みの撤回等のお手続き終了までには、お申込内容の確認等のために時間を要する場合が
あります。また、すでに保険証券を発送している場合があります。

※書面は、個人情報保護の観点から、封書によるお申出をお勧めします。

■「注意喚起情報」には、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきた
い事項を記載しています。

■特に、年金等をお支払いできない場合等、お客さまにとって不利益な情報
が記載された部分については、ご契約前に十分にお読みいただき、内容を
ご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。

■この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のし
おり 定款・約款」に記載しておりますのでご確認ください。

注意喚起
情報

書面の送付先

■申込日または、本書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内（土・
日・祝日、年末年始等の休日を含みます。消印有効）であれば、書面によりお申込みの撤
回またはご契約の解除（以下「お申込みの撤回等」）をすることができます。この場合には、
お払込みいただいた金額をお返しいたします。

■免責事由に該当する場合（例：責任開始日から3年以内における被保険者の自殺による
死亡、契約者または死亡給付金受取人の故意による被保険者死亡等）。

■死亡給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき（未遂を含みます）や、契約者、被保
険者または死亡給付金受取人が、反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事
由によりご契約が解除された場合。

■保険契約について、詐欺の行為がありご契約が取消しとなった場合や、年金や死亡給
付金の不法取得目的の行為がありご契約が無効となった場合。

■保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。

■募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の
媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、
お客さまからの保険契約のお申込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に
成立します。

■お申込みいただいたご契約を明治安田生命が承諾した場合には、お申込みを受けた
ときから、ご契約上の保障が開始されます。

■この保険のご契約に際して、契約者および被保険者の告知は不要です。

■お申込みの撤回等は、書面の発信時（郵便の消印日付）に効力を生じますので、郵便に
より次の①～③の内容を記載した書面を明治安田生命あて上記期限内に発信してくだ
さい。

①契約者の氏名（自署）・フリガナ・住所・電話番号
②保険契約申込日・商品名・毎回の保険料・契約者ご本人名義の返金先口座（金融機

関・支店名、預金種目、口座番号、口座名義人氏名［カナ・漢字］）
③お申込みの撤回等をする旨の文言

〒135-0016　東京都江東区東陽2‐2‐11　
明治安田生命保険相互会社 金融代理店サービスオフィス

８日以内であれば、お申込みの撤回またはご契約の解除をすることが
できます（クーリング・オフ制度）1

告知についてご確認ください 2

お申込みを受けたときから、明治安田生命はご契約上の責任を
開始します（保障の開始）3

次のような場合には、年金や死亡給付金をお支払いできないことがあります4

＊払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間

■保険料は払込期月内にお払込みください。保険料のお払込みには猶予期間があります
が、猶予期間中にお払込みがないとご契約は効力を失います（失効）。

　ご契約が失効した場合、年金・死亡給付金のお支払事由が発生した場合でも、年金・
死亡給付金をお支払いいたしません。

■この商品の保険料は、毎月または1年に1回、継続してお払込みいただく必要があります。

月掛

新年掛

猶予期間払込期月

払込期月の翌月１日から末日まで

払込期月の翌月１日から翌々月の
契約応当日まで

月単位の契約応当日の属する月の１日から
末日までの期間

年単位の契約応当日の属する月の１日から
末日までの期間

保険料のお払込みについてご確認ください5

■新年掛のご契約の場合、保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅（解約・死亡
等）により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次の金額を払い戻します。

　【お払戻し額】
　すでに払込まれた保険料のうち、「保険料の払込みが不要となった日の翌日以後、最初

に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間＊の
末日までの月数」に対応する保険料
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■明治安田生命は相互会社の形態をとっており、保険業法に基づき、意思決定機関として
「総代会」を設置しています。相互会社では、契約者お一人おひとりが会社の構成員すな
わち「社員」となります。社員の権利には、保険金等の支払請求権、社員の代表たる総代
を選出する社員投票の権利等があり、主な義務としては保険料の払込義務があります。

相互会社の社員の権利義務についてご確認ください10

■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、
年金額、給付金額等が削減されることがあります。

■現在ご契約の保険契約を解約、減額するときは、一般的に次の点について、契約者に
とって不利益となります。

　 ・多くの場合、返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となります。
　 ・新たなご契約は、現在のご契約と予定利率等が異なる場合があります。予定利率等

が異なった場合、新たなご契約の保険金・給付金等は現在のご契約の金額を下回る
場合があります。

　 ・現在のご契約と新たなご契約とで支払事由が異なることにより、現在のご契約の保
障内容が新たなご契約では保障されない場合があります。

　 ・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。

■明治安田生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構
の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構によ
り、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保
険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。

　詳細に関するお問い合わせ先：生命保険契約者保護機構 TEL03‐3286‐2820
ホームページ http://www.seihohogo.jp/

保険金額等が削減される場合についてご確認ください8

現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約の
お申込みをご検討されている方は次をご確認ください9

※月掛の場合は、翌月の保険料とあわせて2ヵ月分振替を行います（残高が2ヵ月分の保険料に満た
ない場合は、1ヵ月分の保険料の振替を行います）。

■基本年金年額の減額について
　基本年金年額は、年金開始日前であれば減額することができます。この場合、ご契約は減

額分だけ解約されたものとします。また、減額部分に対応する返戻金をお支払いします。

保全取扱における留意事項についてご確認ください7

解約・減額と返戻金についてご確認ください6

■いったん失効したご契約でもご契約の失効後3年以内、かつ、年金開始日前であれば、
ご契約の復活を申込むことができます。

■ご契約の復活を明治安田生命が承諾した場合には、延滞保険料およびその利息のお払
込みがともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。

※減額後の基本年金年額は、５年確定年金では20万円以上、10年確定年金では10万円以上必要です。
※個人年金保険料税制適格特約を付加された場合、減額部分の返戻金は、お支払いせずに積み立て
られます。

■払済年金保険への変更について
　保険料のお払込みを中止し、明治安田生命が定める方法により計算して、基本年金年額

を新たに定め、年金開始日、年金の種類、年金支払期間をそのままにした払済年金保険に
変更することができます。変更後の基本年金年額は変更前より小さくなります。
※変更は契約日から２年経過以後に取り扱います。ただし、個人年金保険料税制適格特約を付加さ
れた場合は契約日から10年経過以後に取り扱います。また、失効されている場合は、取り扱いま
せん。
※変更後の基本年金年額は、５年確定年金では20万円以上、10年確定年金では10万円以上必要です。

■口座振替のご契約の場合、保険料振替日（毎月27日）に保険料の振替ができなかった
場合は、翌月の保険料振替日に再度口座振替を行います。

※解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。

■保険契約が解約・減額された場合の返戻金は、契約年齢・性別・経過年月数等により
異なります。
・ ご契約後一定期間内に解約された場合の返戻金は既払込保険料相当額を下回ります。
・ 特に、ご契約後短期間で解約された場合は、返戻金はまったくないか、あってもごく

わずかです。
・ また、一定期間経過後に解約された場合でも、保険料払込期間中の返戻金は既払込

保険料相当額が上限となります。
・ なお、減額された場合は、ご契約が減額分だけ解約されたものとします。

■解約は年金開始日前であれば、いつでもお取り扱いいたします。
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■生命保険料控除について
　個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、お払込みいただいた保険料について

は、「個人年金保険料」として一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除とは別枠で、
所得控除の対象となります。

　個人年金保険料税制適格特約を付加されていない場合は、お払込みいただいた保険料
は、一般の生命保険料控除の対象となります。

■年金・一括受取時にかかる税金について
　年金・一括受取時には、下表のとおり課税されます。

■解約返戻金受取時にかかる税金について
　所得税（一時所得）・復興特別所得税・住民税が課税されます。

■死亡給付金受取時にかかる税金について
　死亡給付金受取時には、契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって、相続税、

所得税（一時所得）・復興特別所得税・住民税、または贈与税が課税されます。

契約者 被保険者 死亡給付金受取人 税の種類
①
②
③

本人
本人
本人

本人
配偶者（子）
配偶者（子）

配偶者（子）
本人

子（配偶者）

相続税
所得税（一時所得）・復興特別所得税・住民税

贈与税

雑所得の課税対象額 ＝ 受取年金額 － 必要経費＊

＊必要経費＝受取年金額×必要経費割合（既払込保険料/年金受取総額）
※詳しくは、「ご契約のしおり 定款・約款」をご覧ください。
※本書面に記載されている税務の取扱い等については、2019年3月現在の税制に基づくものです。
　今後、税制の変更に伴い、保険料のお払込み、保全お手続き、給付金等のお受取り、相続等に関す

る税務の取扱いが変わる場合があります。なお、個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署や税
理士等専門家に必ずご相談・ご確認ください。

＜年金受取人が契約者自身の場合＞

〔ご契約例〕

＜年金受取人が契約者以外の場合＞
受取方法 課税内容

年金受取

一括受取

毎年の年金受取時に、年金の課税部分に
対し、所得税（雑所得）・復興特別所得税・
住民税が課税されます。

一括受取時に、一括受取額の課税対象額に
対し、所得税（一時所得）・復興特別所得税・
住民税が課税されます。

年金の受取開始時に、相続税法上の年金
受給権評価額に対し、贈与税が課税されま
す。また、毎年の年金受取時に、年金の課税
部分に対し、所得税（雑所得）・復興特別
所得税・住民税が課税されます。

一括受取時に、一括受取額の課税対象額に
対し、贈与税が課税されます。

受取方法 課税内容

年金受取

一括受取

※他の一時所得と合算します。
一時所得の課税対象額＝｛解約返戻金－必要経費（既払込保険料）－特別控除（50万円を限度とする）｝×1/2

生命保険の税金についてご確認ください11

※契約者と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が相続人の場合、500万円×法定相続人の数（相
続を放棄した人を含む）が非課税扱いとなります。

■ご契約に関する苦情・ご相談、ご契約内容のご照会、各種お手続きについては、「明治安田
生命コミュニケーションセンター」へご連絡ください。

■お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、給付金等をお支払いする場合またはお
支払いできない場合については、「ご契約のしおり 定款・約款」・ホームページ

（https://www.meijiyasuda.co.jp/）に記載しておりますので、あわせてご確認
ください。

■お客さまからのご請求に応じて、給付金等のお支払いを行う必要がありますので、給付
金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合
や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに「明治安田生命コミュニケーショ
ンセンター」にご連絡ください。

■明治安田生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがあ
りますので、契約者がご住所等を変更された場合には、必ず明治安田生命にご連絡くだ
さい。

■この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人  生命保険協会です。

■一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不
可）・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしておりま
す。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

（ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/）
　なお、生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依

頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつか
ない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、
契約者等の正当な利益の保護を図っております。

明治安田生命コミュニケーションセンター 0120-453-860
月曜～金曜 9：00～18：00　土曜 9：00～17：00（いずれも祝日・年末年始を除く）

生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・ご相談についてご確認ください12

給付金等のご請求についてご確認ください13

よ う こ そ ハ ロ ー
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5 年 ご と ར ࠩ    個 人 年 金 อ ʢݥ 2 0 1 1 ʣ

͓٬͞·のతʹ߹Θͤͯ

͞·͟·ͳઃ定͕Մͳ

定ֹݸਓ年金保険Ͱ͢ɻ

ਓใͷར༻తݸ
■お客さまとのお取Ҿを安全かつ確࣮にਐΊ、よりྑい商品・αーϏスをఏڙさせていただくたΊ、ご契約のお申込みにࡍ

して、お客さま情ใを取得させていただきます。なお、明治安田生命は取得させていただきましたお客さま情ใを、必要に
応じ、Ҏ下のతで利༻させていただきます。

・各種保険契約のおҾ受け、ごܧ続・ҡ࣋ཧ、保険金・給付金等のお支払い
・関連会社・ఏܞ会社をؚΉ各種商品・αーϏスのご案内・ఏڙ、ご契約のҡ࣋ཧ
・明治安田生命のۀに関する情ใఏڙ・ӡӦཧ、商品・αーϏスのॆ࣮
・そのଞ保険に関連・付ਵするۀ

߲ࣄਓใͷཹҙݸ
明治安田生命の個人情ใの取ѻいについて、特にごཹҙいただきたい事߲はҎ下のとおりです。
˓お客さまのମ・݈߁ঢ়ଶに関する情ใについて
˗お客さまのମ・݈߁ঢ়ଶに関する情ใは、特に保護を必要とする情ใとしてݫ重にཧいたします。
˗また、取得させていただきました情ใは、保険契約のおҾ受け、ごܧ続・ҡ࣋ཧ、保険金・給付金等のお支払い、

およͼ医事ڀݚ・౷ܭのతにݶ定して利༻させていただきます。
˗なお、保݈医療等の機ඍ（センシςΟϒ）情ใにつきましては、保険ۀ法ࢪ行ن則により、ۀの適なӡӦの確保、

そのଞ必要と認Ίられるతに利༻తがݶ定されております。
■明治安田生命におけるお客さまに関する情ใの取ѻいについては、ホームページ（https://www.meijiyasuda.co.jp/）をごཡください。

͍ͯͭʹਓใͷ͓औѻ͍ݸੜ໋ͷా࣏҆໌

ืूཧళの୲当者（生命保険ืू人）は、お客さまと明治安田生命保険相ޓ会社の保険契約క݁のഔ介を行う者で、保険
契約క݁のཧݖはありませΜ。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して明治安田生命保険相ޓ会社がঝしたときに
༗ޮにཱします。

ੜ໋อूืݥਓʹ͍ͭͯ

˔この商品にご契約いただくか൱かが、ื ूཧళにおけるお客さまのଞのお取ҾにӨڹをٴ΅すことはありませΜ。
˔ืूཧళの苦情・ご相談の受付ઌについてはืूཧళにご確認ください。
˔この商品は明治安田生命保険相ޓ会社をҾ受保険会社とするੜ໋保険です。このたΊ、༬金とはҟなり、༬金保険制

の対象ではなく、また、ݩຊׂれすることがあります。なお、死亡給付金はط払込保険料相当額が࠷保ূされます。

ืूཧళ͔Βͷ͓Βͤ

ຊ書໘は、お申込みいただくご契約の内容や、ご契約にともなう重要なことがらのうͪ、特にご確認・ごҙいただきたい
事߲を記載しています。 

ご契約のࡍʹɺຊॻ໘͓Αͼʮご契約の͓͠Γ�ఆɾ約ʯをご֬ೝの͏͑ɺେʹ保͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˔お申込みのఫճまたは解除（ΫーϦンά・Φϑ制）について
˔年金・死亡給付金をお支払いできない場合について
˔当金について

˔解約とฦ金について
˔契約内容の変更等について
˔生命保険契約者保護機ߏについて

「ご契約のしおり 定款・約款」はご契約についてのେな事߲、必要な保険の知ࣝ等についてごઆ明しています。
ʤʮ͝ܖͷ͓͠Γ�ఆɾʯ߲ࣄࡌهͷྫʥ

#,�/,��,募Ⅰ1800204総代業

「˓特に重要なお知らせ（契約֓要・ҙىש情ใ）」は、ご契約のお申込みにࡍしての重要な事
߲を、「契約֓要」「ҙىש情ใ」にྨのう͑、記載しています。ご契約લにेにおಡみい
ただき、内容をご確認・ごྃ解のう͑、お申込みください。

˓特に、年金等をお支払いできない場合等、お客さまにとって不利益な情ใが記載された෦
については、必ずご確認ください。

「˓特に重要なお知らせ（契約֓要・ҙىש情ใ）」の΄か、ご契約内容に関するৄࡉは「ご契約
のしおり 定款・約款」に記載しておりますのであわせてご確認ください。

͝契約લʹඞ͓ͣಡΈ͍ͩ͘͞ɻ

͜の໌ా࣏҆ੜ໋をҾ受保険ձࣾとするੜ໋保険Ͱすɻ
༬金とҟͳΓɺ·ͨɺݩຊׂΕする͜とが͋Γ·すɻ

ੜ໋ίϛϡχέʔγϣンηンλʔా࣏҆໌
0120-453-860月曜～金曜9：00～18：00　土曜9：00～17：00

（いずれも祝日・年末年始を除く）

募集代理店 引受保険会社

�����݄൛
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